
～犯罪や非行を防止し、
 立ち直りを支える地域のチカラ

社会を明るくする運動は７月

強 調 月 間

子ども・若者課若者支援係　☎（３８０２）３８１４問合せ

　犯罪・非行を防止し、罪を犯した人たちの更生への理解を深め、犯
罪・非行のない明るい社会を築くことを目的とした運動です。
　今年のテーマは、「『保護司』をはじめとする更生保護ボランティアを
広く知ってもらおう」です。学校・関係機関・団体と連携し、支え合っ
て生きていける社会づくりを目指します。

観覧車をライトアップあらかわ遊園

このほかにも、集会・コンサート等が予定されています

　郷土愛や思いやりの心等を、次の世代へとつないでいく「あら
かわの心」推進運動と連携し、皆さんに理解・協力してもらうた
めの活動が行われます。

さまざまな活動との連携

　南千住・荒川・町屋・尾久・日暮里の各地区に推進委員会を設
置し、活動を行います。

各地区に推進委員会を設置

◀
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駅頭・街頭広報活動
区内の各駅、商店街等場 所　啓発用のウェットティッシ

ュ等を配布し、本運動の啓発
や保護司のＰＲをします。

※ 開催日等の詳細は、荒川区ホー
ムページをご覧ください
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）

　社会を明るくする運動のシン
ボルカラーである黄色にライト
アップします。

午後７時30分～８時
時 間

期 間
７月３日㈮～５日㈰

保護司の主な活動 荒川区保護司会更生保護サポートセンター
☎（６４５８）３０３０

問合せ

　会社員や公務員、商店・工場の自営業の方等、幅広い
職種の方が保護司として活躍しています。委嘱後に研
修を受講するため、事前に必要な資格はありません。保
護司の活動に関心がある方は、お問い合わせください。 更生保護マスコットキャラクター・

更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん

対

象

●人格・行動について、社会的信望を有する
●職務の遂行に必要な熱意・時間的余裕を有する
●生活が安定している
●健康で活動力を有する

※ 法務大臣への推薦が必要なため、希望者が必ず委嘱さ
れるものではありません

次のすべてを満たす方
保護司になりませんか

保護観察保護観察

　犯罪等をした人に対して、
定期的に面接し、更生を行う
ための約束ごとを守るよう指
導するとともに、生活上の助
言や就労の援助等を行い、社
会生活に戻って活動するため
の支援をします。

生活環境の調整生活環境の調整

　少年院や刑務所等に収容さ
れている人が、釈放後にスム
ーズに社会生活ができるよ
う、帰住先の調査、引受人と
の話し合い、就職先の確保等
を行います。

犯罪予防活動犯罪予防活動

　犯罪等をした人の更生への
理解を求めるとともに犯罪等
を未然に防ぐために、毎年７
月の「社会を明るくする運
動」強調月間等で、講演会や
学校との連携事業等を行って
います。

令和８年度荒川区議会定例会・６月会議が開会 議会事務局議事係
☎内線３６１４ 問合せ

　令和８年度荒川区議会定例会・６月会
議は６月23日㈫～７月８日㈬の期間で
開かれる予定です。
　この６月会議では、区政全般にわたり、
議員から区長等に対して質問をするほ
か、条例等の議案を審議する予定です。

※ 本会議・委員会は音声のライブ配信等を
実施しています。詳細は、荒川区ホーム
ページをご覧ください

※本会議の開始時間は、午前10時です

その他（２件）
▶ 観光・シティプロモーション調査特別
委員会の設置について
　（議員提出議案）
▶ 花と緑推進調査特別委員会の設置につ
いて（議員提出議案）

　令和８年度荒川区議会定例会・開会会議は、５月29日に開
かれました。
　この開会会議では、令和８年度荒川区議会定例会の会期を５
月29日～令和９年４月30日と決定し、常任委員会・議会運営
委員会・特別委員会の各委員の選任等を行いました。また、議
長・副議長の選挙が行われ、議長に並木一元議員、副議長には
保坂正仁議員が選出されました。そのほか、条例の改正等の議
案４件を可決しました。可決した議案は次のとおりです。

令和８年度荒川区議会定例会・開会会議が終了 条例の改正（２件）
▶ 荒川区議会委員会条例の一部を改正す
る条例（議員提出議案）
▶ 荒川区印鑑条例の一部を改正する条例
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保護司になったきっかけ
髙 橋（敬称略）　ＰＴＡ活動を通じて、誘っ
ていただいたことがきっかけです。保護司
の仕事を当初、「対象者と面接することに
不安」と感じ、堅苦しく「諭す」役目と思
っていました。しかし、実際は対象者と普
段通りの関わり方でよいと知り、「お母さ
んがやりたいならやってみたらどう？」と
いう家族の応援や、「髙橋さんには向いて
いる」という先輩の言葉に背中を押されて
始めました。
長 谷川（敬称略）　地域の方から「保護司に
なってみないか」と声をかけていただいた
ことがきっかけです。父が保護司だったこ
ともあり、身近に感じ興味を持ちました。
当初は保護司がどんな活動をするのかわか
らず、やや不安だったものの、父や先輩方
の「保護司になって後悔したことは１度も
ない」「自分の人生にとって素晴らしい経
験だった」という話に共感し、自分もやっ
てみようと思いました。
区 長　私も長谷川さんと同じく保護司経験者
の先輩から声がかかったことや、地域の更
生保護活動に関わることで視野が広がると
感じ、保護司になりました。長谷川さんの
お父様と一緒に活動していたこともありま
す。

保護司としてのやりがい
長 谷川　対象者が進学か就職かで悩んでいる
ときに、自分自身の経験を踏まえて話しま
した。後日、その方が進学の意思を示し、
前向きに将来の目的を見出す姿を見て、未
来が明るい方向に開ける予感がしたときに
大きなやりがいを感じました。また、保護
司研修を通じて犯罪の背景にある家庭環境
や社会問題を学び、対象者の複雑な事情を
知り支援することの大切さを深く実感しま
した。個人の事情に向き合って、誰かに寄
り添っていると実感できたときにも保護司
のやりがいを感じます。
髙 橋　最初に担当したのは高校生でした。初
めは全くコミュニケーションがとれず、心
を開いてもらうため同じ目線に立ってしっ
かり話を聞くことを心がけました。その方
の趣味である音楽活動を見にいったことが
きっかけで交流が深まり、しだいにいろい
ろなことを相談してくれるようになりまし
た。相談が役に立ったのかはわかりません
が、その方が就職・結婚等、前向きに将来
のことを考えるようになりました。「その
人の人生に少しでも貢献できたのなら嬉し
いな」と思うと同時に人が成長する姿を間
近で見ることができることにやりがいを感
じます。
区 長　保護司の活動を通じて、対象者の生い
立ちや罪の背景を知り、罪を犯した人やそ

の家族の苦悩を身近に感じることで、どの
ような社会を作っていけばいいのかと社会
全体に対する自分自身の寛容な心が広がっ
たと感じます。面接や生活環境調整を通じ
て、罪を犯した人が社会復帰できるように
支援する役割に意義を見出し、自己成長に
つながったときにやりがいを感じました。

保護司として心がけていること
髙 橋　対象者と堅苦しくなく、自然体で関わ
ることを意識しています。リラックスした
雰囲気づくりを心がけ、上から目線になら
ず、相手の話をしっかり聞くことを重視し
ています。
長 谷川　相手の話を無理に引き出そうとせ
ず、自然に話してもらうことを心がけてい
ます。対等な関係作りを意識し、相手に安
心感を持ってもらえるよう努めています。
区 長　対象者を取り巻く環境を理解し、話をじ
っくり聴きながら、寄り添うことの重要性を
感じます。そこで、面接や交流の際には相
手の気持ちに寄り添い、話しやすい雰囲気
を作るように心がけていました。

保護司を増やすために
長 谷川　荒川区保護司会では、「社会を明る
くする運動」や小学校での出前授業等を通
じて、地域の皆様に保護司の活動を知って
いただくための取り組みを行っています。
また、インターン制度を設けており、正式
に保護司になる前に活動に参加し、経験を
積むことも可能です。少しでも、できるか
もと興味があれば、ぜひ、荒川区保護司会
までご連絡いただければ幸いです。
髙 橋　リクルートプロジェクトとして、地域
イベントや学校で映像を活用しながら保護
司の活動紹介を行っています。以前は保護
司の身分があまり公にされないこともあり
ましたが、現在はオープンな活動が主流と
なり、対象者ともフランクに交流していま

地域とともに、寄り添い、
更生を支え合う

　荒川区の保護司の活動について、保護司である
滝口区長と２人の保護司が座談会を行いました。
　保護司になったきっかけややりがい、心がけて
いること、保護司のなり手を増やすための取り組
み等を紹介します。

保護司
長谷川 正範さん

保護司
髙橋 晴美さん

す。保護司になったときには先輩保護司と
同行して面接の進め方を学ぶ等、初心者の
方でも入りやすい体制を整えています。今
後、一緒に保護司の活動を希望する方がさ
らに増えることを願っています。
区 長　以前は保護司ということは名乗ら
ないようにと指導されていましたが、
「H

ホ ゴ シ

OGOSHI」として世界的に発信され
るようになり、現在では公的にも活動が認
められ、広く知られるようになっていま
す。４月17日の国際更生保護ボランティ
アの日には、更生保護活動の大切さを広く
伝えるため、あらかわ遊園観覧車のイエロ
ーライトアップイベントを実施しました。
区も、更生保護制度の重要性や保護司の大
切な役割をより多くの方に知っていただく
取り組みを続けていきます。

一言メッセージ
髙 橋　ボランティアに参加する感覚で、地域
のためにぜひ一緒に保護司として活動して
ほしいと思います。
長 谷川　保護司になって視野が広がり、よい
経験ができています。保護司になって良か
ったと思います。ぜひ多くの方々に、一緒
にやっていただけたらと思います。
区 長　罪を犯した人の立ち直りを支援するこ
とは、地域や社会全体にとって必要なこと
だと考えます。本日お話しいただいたお二
人をはじめ保護司の皆さんと一緒に、地域
社会にお力添えいただきたいと思います。
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